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令和６年度 八幡市障がい者地域生活支援協議会第２回全体会 議事録 

 

１．日時 ： 令和６年１１月２１日（木曜）１３時３０分開始 

２．会場 ： 八幡市役所会議室５－１ 

３．協議事項：  

  ・地域生活支援拠点の報告について 

・各専門部会の報告について 

・移動支援について 

・人材不足の解消について 

・その他 

 

４．参加委員：  １８名 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

１． 開会 

   

 

２． 課長挨拶 

 

事務局（安田課長） 

 本日は公私ご多用中にもかかわらず令和 6年度八幡市障がい者地域生活支援協議会

第 2回全体会にご出席いただきましてありがとうざいます。さて、ご報告になります

が、先日八幡市障がい者スポーツ大会を開催しました。今年度はボッチャを中心とし

た内容にしました。参加者の方も多く来ていただき、協力員の方にもお手伝いいただ

き無事終えることができました。初めての試みで、運営上色々と難しい点やご不便を

おかけした点が多くあったかと思います。今年度の大会の反省点をふまえ、次回につ

なげていきたいと思っております。また、12月 3日から 9日までは障害者週間となっ

ております。本市でも、初めての取組にはなるんですが、12月 2日から 13日までや

まびこと合同で啓発と展示を市役所の 1階で行うこととなりましたので、来庁された

際にはお立ち寄り頂ければと思います。 

 

３．資料の確認・委員交代の報告・連絡、地域生活支援拠点報告のための入室許可 

 

 

４．地域生活支援拠点の報告について 

 

鈴木委員長 

地域生活支援拠点の報告について 803からお願いします。 
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803（大野副委員長） 

803は、社会福祉法人ディアレストが八幡市から委託を受けて障がい福祉サービス

の利用援助、社会資源の活用援助から対人関係の相談、就労支援等の相談支援を行っ

ております。それ以外にも、障害支援区分認定調査も行っております。私たちの狙い

としては、常に利用者の立場に立ち、一人ひとりが自立した日常生活を営むことを目

指して支援しています。 

今年度の相談支援の傾向としては、精神障がいの方が多くなっております。その中

でも最近は引きこもり傾向にある方が目立ちます。その方々に対して就労支援、通所

支援に取り組んでいます。それからもう一つは、ご家族に支えられてきた利用者が家

族の高齢化等により支援が難しくなってきたケースも増えております。家族支援を含

め、権利擁護を行うことが大切だと感じております。家族の支援が成立しているうち

に総合的な相談支援に取り組むことの重要性を感じています。そういった考えもあ

り、昨年 8月に障害児相談支援の指定も受けましたので、最近では児童の対応もする

ことがあります。 

今年度のケースの報告ですが、高齢の親の入院に伴う生活援助や触法関係のケース

等がありました。また、グループホーム退去後の支援もありました。他には近隣問

題、触法問題、騒音トラブル、緊急時対応、児童虐待、放浪ケースの対応もありまし

た。土地不動産処理の相談等もありました。 

八幡市の 3つの地域生活支援拠点と市も参加して月 1回拠点会議を開催しておりま

す。この中で情報を共有し、困難ケースの検討を行っております。 

 計画相談、モニタリング等については、例年通りのペースです。障がい福祉サービ

スにつなげる支援や医療機関等への同行、カンファレンス、ケア会議への出席、就労

支援等を行いました。 

 また、障がい理解のため啓発活動も行っております。男山第三中学の「福祉体験学

習」に講師として出向きました。また、就労支援部会の活動として障がい福祉サービ

スについて八幡支援学校での教員対象研修会や PTA対象研修会を行いました。 

 課題としては、意思決定支援や地域生活支援協議会の活性化等まだ見直すところが

あると感じています。以上です。 

 

鈴木委員長 

ご報告ありがとうございます。続きまして、地域生活支援センターらいふサポート

れいの状況についてお願いいたします。 

 

らいふサポートれい（正力氏） 

 まず、令和 5年度について報告いたします。グループホームでは、利用者が安心し

て生活できるよう研修や会議を定期的に行いました。また、イベントや活動を企画し
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たり、リハビリや体操等を実施し、健康面にアプローチしています。 

 相談支援については、精神障がいの方からの相談が多く、特に、18時から 24時ま

での電話相談が多いです。また、市を経由せずに本人や家族から直接相談される方が

増えました。障害福祉サービス、放課後等デイサービス、地域生活支援事業の利用の

為のサービス調整を行っています。 

 緊急時にはグループホーム担当者と連携し、安心して利用できるように対応してい

ます。緊急で宿泊することは、どの利用者も不安があるので、安心して宿泊できるよ

うにコミュニケーションを大切にしています。 

 専門的人材の確保や育成について、OJT・OFFJTを計画、実施したり、他の団体の研

修に参加しました。 

 新型コロナウイルス感染拡大の影響で縮小されていた地域の行事が戻りつつあるの

で、催しに参加し、地域との交流を深め連携しやすい体制づくりを行っていきたいと

思っています。 

 続いて 6年度について報告いたします。相談支援については、やはり精神障がいの

方からの相談が多く入っている状況です。各ケース毎日何らかの動きがあり、電話や

訪問を重ねていますが、即座に安定につながることはありません。関係機関とも連携

して対応しています。相談の電話については、やはり土日祝日、夜間が多くなってい

ます。今年度もサービスの調整等を行っています。また、今年度より支援の質を高め

られるように、支援を学ぶことに特化した部会を発足しました。 

 新型コロナウイルスが一定落ち着いたことで地域の行事に拠点として参加し、そこ

で地域の課題について共有する場を持つようにしています。 

 精神や発達障がいの方からの相談が年々増えており、福祉とつながりが無かった方

も多いです。ケースによっては、早い段階で福祉とつながっていれば生活への不安を

一定取り除けた可能性もあります。また、連絡がとれなくなったり、約束していても

当日キャンセルされる方、音信不通になる方もいます。ただ、当事者の方の気持ちを

考えると、不安や恐怖も大きいと思うので、丁寧に対応していこうと共有していま

す。803や Tomariも一緒だと思いますが、話を聞いても何のサービスにもつながらな

いケースも多いです。しかし、話を聞いて寄り添うことで安心されたり前向きになっ

たりする方もいます。疲弊することもありますが、大切な仕事だと思っています。 

 

鈴木委員長 

ご報告ありがとうございました。続いて、Tomariの状況につきましてご報告お願い

いたします。 

 

Tomari（河野氏） 

 まずは一般相談についてご報告いたします。Tomariは、児童の拠点として児童発達
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支援という子どもたちの療育をする事業所と併設されていますので、そこに通所され

ているお子さんの保護者からの相談が多いです。主な相談内容としましては、乳幼児

期から学童期、思春期までの福祉サービスの調整や、子どもの成長発達の関わり方や

特性の理解などです。特に、就学前の方については、就学後の制度の案内や、相談支

援事業所がどういうところかを説明しています。就学前後の保護者の方が気軽に相談

できる場所を目指して、より一層の相談支援スキルの向上に努めたいと思っていま

す。 

 続きまして、計画相談についてです。サービスを利用されている方の計画を月に 20

～30件ほど作成しております。八幡市の現状としまして、令和 5年版八幡市統計書を

見ますと、0歳児 355名、10歳児 544名となっており、少子化が目立っています。し

かし、児童発達支援センターマムぐりおの利用者数は毎年 50名程度となっており、利

用者の割合が増加傾向にあることがわかります。これは八幡市だけではなく全国的に

も同じような傾向となっています。また、小学校支援級の在籍数は 10年前に比べ倍に

なっており、毎年児童発達支援センターを卒所する児童の 7割程度は放課後等デイサ

ービスの利用を希望されます。計画相談についても Tomariを引き続き利用される方が

ほとんどで、負担が大きいため、八幡市全体で相談支援を支える仕組みを検討する必

要があると考えています。 

 地域連携についてですが、地域の拠点として途切れない支援を構築するために以下

のことについて取り組んでいます。まずは、八幡市子ども支援ネットワークです。3～

4か月に 1回、放課後等デイサービス等子どもの支援を行っている事業所のネットワ

ークを構築し、情報共有、スムーズな連携、支援者の質の向上に取り組んでいます。

今後も地域生活支援協議会と連携しながら続けていきたいと思っています。また、社

会福祉協議会にも参加を呼びかけようかと検討中です。 

 次に、保護者サロンです。毎月 1回、児童発達支援を卒所した保護者を対象にサロ

ンを実施しています。就学前の児童発達支援センターはやはり親子で通所されますの

で、同じ発達課題の保護者同士が話したりする場があったりします。卒所するとそう

いった機会も減ってしまうので、お菓子を食べながら雑談したり相談したりと、気軽

に立ち寄れるようなくつろげる場所を目指して取り組んでいます。 

 最後に、ペアレントメンター養成研修です。令和 6年 2月・3月に実施し、4名が受

講されました。保護者にサロンの運営、小学校の説明、保護者同士の悩み相談といっ

たことをしていただく活動を目指しています。今後も積極的に取り組んでいきたいと

思います。 

 

鈴木委員長 

はい、ご報告ありがとうございます。3箇所の地域生活支援拠点から報告がありま

したが、報告の中でご意見、ご質問はございませんか。 



5 

 

 

杉山委員 

 支援学校の特性上、卒業生が 803、れいに特にお世話になっております。特に就職

をする生徒にとっては報告書には表れないようなところで細やかに電話連絡をして頂

いたり、来所を促していただいたり、時には相談場所を変えていただいたりと対応し

て頂き、聞いてもらえる、受け入れてもらえるような場所があるというのは大切なこ

とだなと思っています。報告書にもありましたが、休日、夜間相談も受けていただけ

るという安心感も大きいと思っています。これからもよろしくお願いいたします。

Tomariの報告について、相談件数が多く感じましたが、支援をする側が気を付けたり

念頭に置いておいた方が良いことがあれば教えていただきたいです。また、ペアレン

トメンター養成研修は非常に興味深いです。保護者ニーズの主だったものがあれば教

えていただきたいです。 

 

河野氏 

保護者からのニーズとして、サロンのような場所が欲しいと数年前から希望があり

現在取り組んでいるわけですが、年々サロンに参加したいという人は増えていくた

め、場所の課題が出てくるなと懸念しています。今は 10名程度でしていますが、それ

以上多くなると部屋がいっぱいになってしまうので。ペアレントメンターについて去

年からしていますが、メンターさんと一緒に話し合いながら作っています。 

 

西川委員 

 八幡支援学校 PTAの西川と申します。小学校 4年生の子どもの保護者です。いつも

事業所にはお世話になり感謝しております。経験からの話をさせて頂きます。就学前

はすてっぷ、ST、OTが身近にあり、いつでも相談できましたが、就学すると一気にな

くなりました。他の保護者と話すこともほとんどありません。放課後等デイサービ

ス、日中一時支援も利用させて頂いておりますが、就学してから相談へのハードルが

上がったように思います。就学すると、悩みが多岐に渡り、抱え込みます。相談する

ころには限界になっており、さらに相談までに時間を要します。相談できないことが

色々とあり、モニタリングで色々と話を聞いていただいて落ち着くこともあります。

「分かります」と言ってもらうだけでも安心します。ただ聞くことが、簡単なようで

難しいと思います。最初はサービスに結びつかないかもしれませんが、将来的には絶

対に結びつくと思います。サービス利用に受け身ではなく、発信することも大切だと

思います。 

 

大野副委員長 

福祉サービスに対する考え方というのは、変わってきているなというのは我々も実
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感しているところですが、積極的に情報を取得できたり気楽に相談できる場所という

ことが一番望まれるところだと思うので、我々も出来るだけその門戸を開いて相談に

対応したいと思います。先ほどらいふサポートれいからご説明があった中で、夜間の

相談も受け付けていただいているということでしたが、803でも、緊急の対応は携帯

電話を使い実施しています。そして、何より大切だと思ったのは信頼できない人には

相談が出来ないということです。信頼関係を築くかということが、例えば相談支援の

延長線上にある成年後見の話だとか、今後の重要な話について大切になっていくと思

いました。 

 

井上委員 

就労支援部会長の井上と申します。 

報告をお聞きしていて、精神障がいのある方の電話対応が多いと思いますが、単純

に調子が悪かったりと中々難しい部分があるのではと思います。件数をこなされてい

るので対応についての留意点があれば教えていただきたいです。 

 

らいふサポートれい（正力氏） 

 電話はかなり多いです。不調の時、寂しい時、何か分からないけど、どうすればよ

いか分からない等、結論の出ないような相談も多いです。同じ人が 1日に 10～15回電

話してくることもあります。何度も対応していると、今日は調子が悪いとか、これが

落ち着くワードだとか分かってくることもあります。とにかく一旦は聞いて落としど

ころを見つけて電話を切るようにしています。電話を何度も受けると余計に状態が悪

くなる人もいます。そういった場合は相談員同士で相談し、自分なりに考えてもらう

ことで落ち着くことがあります。その人その人で関わり方が全く違います。「さっき何

の電話をしたっけ」と 30分後くらいに確認の電話がかかってくることもあります。緊

急なのか、間を開けた方が良いのか、相談員同士で必ず共有するようにしています。 

 

大野副委員長 

 今おっしゃったように本当にたくさんの電話がかかってきますが、803では、基本

的に話は本人が納得するまで聞き切ろうと話しています。本人にとっては、或いは、

我々にとっても電話することは勇気がいることだと思います。なので、電話をしてく

れた行動を肯定するということが大切だと思っています。 

 

駒崎委員 

 803にお伺いします。ピアカウンセラーの実績が 0になっていますが、ピアカウン

セラーはいないのですか。 
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大野副委員長 

 はい。おりません。 

 

鈴木委員長 

 ありがとうございます。地域生活拠点の相談支援というのはやはり当事者の方にと

って、最後に拠り所となると思います。なので、様々な相談が多く来るでしょうし、

その相談に対して広く受け入れる姿勢が必要になってくると思います。しかし、今の

制度はそれに対する報酬が十分でないと感じます。報酬が無い中でやらざるを得ない

部分があるのかもしれません。体験難民という言葉が出てきたように、その後の支援

が無い状況で上手く必要な支援が提供できないということになったときに、今後どう

していくのか、自治体を超えたネットワークが必要になってくるのかもしれません。

そうした課題がもしあるのであれば、引き続き会議の場で皆様と議論していきたいと

思います。 

 

５. 各部会の報告について 

 

鈴木委員長 

 それでは、次に八幡市障がい者地域生活支援協議会の各部会の報告を部会長からお

願いします。ご質問等につきましては全部会報告後にまとめてお伺いいたします。で

はまず就労支援部会からお願いします。 

 

井上委員 

 就労支援支援部会の井上です。6月末に合同フェアというイベントを開催し、その

振り返りを 7月 26日に開催しました。時間帯を前回の合同フェアと変えて夕方にしま

した。お子さんが前回より多かったが前回よりは人数が少なかったです。また、8月

に八幡支援学校で教職員対象の研修会を開催しました。10月には PTA主催の進路学習

会に参加しました。保護者の方から良かったという声もあったので、また来年度も行

いたいと思います。 

 

倉田委員 

 子ども支援部会の倉田です。7月 10日に共生シンフォニーが運営されている「くれ

おカレッジ」へ見学に行きました。「くれおカレッジ」とはいわゆる、卒業してからの

日中の過ごしの場として運営されているところです。障がい福祉サービスとして、自

立訓練 2年、就労移行支援 2年の計 4年間利用されます。モラトリアム期間として、

子どもの卒業後の進路の一つとなります。利用者もパソコンを意欲的に取り組まれて

いたり、利用者に外出の計画をさせ、支援者側は、行き先がその日休館日だと分かっ
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ているが口出しせずに、いわゆる失敗する経験をさせるという取り組みもされていま

した。9月にはその見学の振り返りを行いました。また、先ほど河野氏からもありま

したが、子ども支援ネットワークの報告もお聞きしております。11月 6日の部会で

は、市と教育との連携についての疑問点や課題について話をしました。教育側と福祉

側とで子どもの情報を共有して欲しいが中々うまくいかないというところ等、引き続

き検討する場が必要かと思います。学校と福祉の制度は違うので、どのようにリンク

させていこうかと話をしました。 

 

杉本委員 

 精神障がい者支援部会の杉本です。7月から新しい委員が参加してくださることに

なりました。今年度は研修会をしましょうということで、企画をしました。研修内容

の検討をし、地域包括ケアシステムを見据えて、地域の資源と医療との連携を図るた

め八幡市の心療内科である「すがぬま医院」の相談員に来ていただくこととなりまし

た。12月 6日に研修予定です。また、今年度から事例報告をしようということで、順

番に事例を報告しています。一番目は地域活動支援センターやまびこを報告させてい

ただきました。社会福祉協議会は地域福祉メインとなります。民生委員との関わりを

もったり、権利擁護事業での金銭管理を行っています。何か有事の際に普段からつな

がりがあると良いということで、先々を考えて支援するようにしています。2番目

は、保健所の報告でした。保健所の報告は非常に重たいケースでした。毎回、各事業

所から報告をして頂き、そのケースに対して協議を行い、必要なことがあれば、全体

会でも検討していただくようにお願いしたいと思います。 

 

大野副委員 

 相談支援部会です。福井部会長が欠席の為、副部会長である大野から報告させてい

ただきます。今年度の方針としては、困難ケースから抽出した課題にどのように対応

していくかを話し合っています。お子さんの困難ケースについては、行動制限が虐待

に当たるのか、安全確保となるのかという非常に難しい話をしました。これについて

は、安全確保が最優先ということで結論が出ましたが、様々な困難ケースがあり、ま

た、最近は不登校のケース等も増えており、日々支援内容を記録に残していこうとい

う話をしました。また、9月 24日に研修会を行いました。基幹相談支援センターの現

状等を知りたいということで、講師として京田辺市障がい者基幹相談支援センター相

談員の方に来ていただきました。八幡市で基幹相談支援センターを立ち上げるとなる

と、関係機関との協力体制等が必須であるという話になりました。 

今後の取り組みとして、新規の事業所には相談支援部会に来ていただいて事業所内

容等について説明してもらうことを検討しています。 
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駒﨑委員 

 くらし支援部会の駒﨑です。6月に地域生活支援拠点「はなみずき」を見学し、7月

に反省会を行いました。建物を実際に見学し、重度の方向けにおかゆ等柔らかい食材

の非常食があるということが分かりました。また、停電に備え発電機がありました。

実際に利用するには限りがあると感じました。危機管理課の防災ガイドラインにくら

し支援部会の意見を載せてもらえるか交渉していきたいです。 

 

鈴木委員長 

 ありがとうございます。ここまでの報告の中でご意見やご質問はございますでしょ

うか。 

 

吉岡委員 

 先ほど相談支援部会の報告で新しい事業所に内容等を説明してもらうという話が出

ていましたが、市内で新しい事業所が立ち上がると聞くと実際のところが心配です。

支援者がどんな事業所か分からなければ一般市民はもっと分からないので是非プレゼ

ンテーションしていただいて、普段お世話になっている事業所等からどのような事業

所なのかを教えてもらえるようにして頂けるとありがたいです。 

また、くらし支援部会での報告ですが、自助、共助が必要だと思いました。自分の

できること、地域で出来ることを考えていかないといけないです。自分の所属するブ

ロックは防災にあまり取り組めていないところもあるので、お互いが知り合い、助け

合ったりできる環境づくりを話し合っていかないといけないと思いました。 

 

森口委員 

 障がい者の防災についての取組ですが、防災ハザードマップには福祉避難所と載っ

ているので有事の際に行ける場所と認識している人も多いのではないかと思います。 

また、大野副委員長の報告の中で不登校の話もありましたが、思春期の心の傷は再

発する可能性があります。適切な声かけ、周囲の見守り、ケアが精神疾患への移行を

防げるのではないかと思います。就職直後、会社の中で人間関係が立ち行かなくなる

ことも多いと思います。今はすぐに精神科にかかり投薬治療をすることも多いと思い

ますが、その前に、対話の中で生活習慣、人間関係を見直す場を与えることも大切か

と思います。一般の方に相談の場があることを周知できればと感じました。今は大人

から声掛けされたり挨拶されても無視するようにと指導されたりすることもあると聞

いていますが、挨拶できる世の中になればと感じます。 

 

矢田委員 

 今まで参加させていただき大変勉強になっております。どの事業所さんもお子さん
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のこと、不登校のこと、8050問題、引きこもり、とたくさんのケースを抱えられてい

ることが分かりました。 

 

 

６．移動支援について 

 

事務局 

 移動支援とは、余暇活動等の移動の際に、不安のある方にヘルパーが付き添い、安

全に安心して外出できるようにする制度です。移動支援の利用方法については、ホー

ムページの Q&Aを掲載したり、利用者の方には申請の際、事業所の方にも、請求の際な

ど、様々な場で、ご利用方法についてお伝えさせていただいております。本制度は柔軟に

対応、利用ができるよう設計しておりまして、利用の内容については明確には示しており

ません。先日の運営調整会議においても、このまま幅を持たせた運用にして欲しいとご意

見を頂いておりますが、他に何かご意見があればお願いいたします。 

 

杉本委員 

移動支援については、八幡市で幅広くして頂いています。時間数についても、内容

によっては協議し対応していただいています。ヘルパーについては、長時間利用不可

の事業所も多く、尚且つ、男性の職員が非常に少ないと感じます。いつもヘルパーの

取り合いになっています。ヘルパーが中々見つからないのが最近の課題かと思いま

す。地域活動支援センターやまびこで 2年に 1回ガイドヘルパー養成講座を行ってい

ます。今年度は開催をいたします。ガイドヘルパーは必要なサービスですし、少しで

もヘルパーが増えたら良いなと思っています。 

 

鈴木委員長 

 ありがとうございます。八幡市では、柔軟に利用できることが大切だと確認できま

した。利用者の皆様、家族にとっても重要なサービスですので柔軟な対応が大切です

ね。それでは、人材不足の解消について事務局からお願いいたします。 

 

 

７．人材不足解消について 

 

事務局 

前回の全体会で人材不足の解消についての議題を挙げて、皆様に確認させていただ

いたと思います。全体会終了後、特にご意見等はいただいておりませんが、ご意見が

あればお願いいたします。 
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鈴木委員長 

委員の皆様から人材不足の解消についてご意見ございませんでしょうか。 

 

倉田委員 

 人材不足につきましては、福祉の求人等をよく見かけるなという印象です。そもそ

も、自分の子どもが障がいをもっていても他のお子さんがどんな障がいをもっている

のか、どのように接したらいいのかが分からないです。当事者の親でありながら、他

の当事者の方と接することが少ないです。障がい児、者と触れあえる場等何か発掘し

ていかないと福祉分野に興味をもって働こうという気持ちをもってもらうのは難しい

のではないかと感じます。 

 

駒崎委員 

私も普段会社で仕事をしていますが、周りの人のことをあまり知らないです。周り

を見てみても、同じ障がいの人に囲まれているイメージです。ろうあ協会の状態を見

ても、やはりいつも同じ人です。何か行事を計画しても、一般の方が参加することは

少ないです。例えば、社会福祉協議会の福祉のつどい等でも障がいの関係者ばかりが

参加しています。なので、一般の方が参加するイベントに私たちが参加するのも一つ

の方法かなと思います。 

 

上口委員 

 放課後等デイサービスの事業所の職員をしていますが、児童指導員という資格があ

ることは私も昔は知りませんでした。しかし、放課後等デイサービスは児童指導員等

の資格がないと基本的な人員としてカウントされません。人材は不足していますが、

運営のことを考えると未経験の方等は採用しにくいという傾向があります。 

 

大野副委員長 

いろいろと調べてみますと、平成 19年に厚生労働省から社会福祉事業に従事する者

の確保を図るための措置に関する基本的な指針についてというものが出ています。簡

単に言うと新人材確保指針というものですが、その内容を見ると、就職期の若年層か

ら魅力ある仕事として評価選択されるようにするということとあります。従事者の定

着を図るための労働環境の整備は一番最初に出てきますし、大切なことだと思いま

す。他には、従事者の資質向上を図るためのキャリアアップの仕組みの構築、それか

ら、福祉の仕事が少子高齢化を支える魅力のある仕事であることの理解と周知をして

いくこと、潜在的有資格者の掘り起こしを進めていくことも書かれてています。やは

り、社会にとって必要不可欠だということを伝えることが大切だと思います。また、
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もう一つ大切だと感じるのは地域の信頼です。地域における広域的な取り組みをして

いく必要があるのではないかと感じています。近所の人たちに怖いところだと思われ

るのは良くないなと思います。先ほど駒崎委員からもありましたが今までは障がい者

のイベントということで人に集まってもらおうとしていましたが、実態はほとんど関

係者しか集まらないので、一般のイベントにこちらが参加することでも周知ができる

なと思いました。 

 

鈴木委員長 

 同志社大学は毎年たくさんの新入生がおります。社会福祉学科で、社会福祉士の資

格が取れるのですが、取得される学生は年々減ってきています。10年位前ですと、

100人いたら 6割くらいは取得されていましたが、今年は一番人数が減ってしまい、4

割くらいなので、資格を取って現場に就職するのは 10人いれば良い方です。10人に 1

人くらいしかその道に進まないです。近年の傾向から言うと、公務員や企業が多いで

す。私たちとしても、福祉の魅力を学生に伝えなければと努力し、数年前から 1年生

から 60時間実習に行くという仕組みを導入しています。実習先について、学生の希望

を聞きますと、8割は子ども、そして高齢者で障がい分野は 1割いるかいないかとい

うところです。やはり子どものころから障がいのある人たちに全く関わっていないの

で分からないんだと思います。でも、実習先は障がいの領域が圧倒的に多いです。最

初はどうなるかと思いましたが、約 8割の学生たちは障がいのある方たちと関われて

楽しかったと帰ってきます。駒崎委員がおっしゃったように、出会いっていうのはと

ても重要だと思いました。ただ、これによって障がい分野に就職する学生が増えたわ

けではなく、難しいなということがあります。やはり職場の環境、人間関係が大切だ

なと感じています。学生だけではなく、一般市民の方も含めて、1日体験のような、

こんな風に福祉の現場の人たちは働いて、現場の雰囲気ってこんな感じなんだと感じ

られる機会が必要かなと思います。実際に行ってみてわかることがあると思うので事

業所を開放し、地域の方が関わっていけるような機会を作り出していくことも大切か

なと思います。 

それでは、他に連絡事項はありますか。 

 

 

８．その他 

 

事務局 

 2月に障害者差別解消法の市民向け講演会を開催する予定をしております。1月の

「広報やわた」で周知予定ですので、また事業所にもご案内など送らせていただくか

もしれませんので、よろしくお願いいたします。 



13 

 

 

杉本委員 

 先ほども話しましたが、ガイドヘルパー養成講座を「広報やわた」、「社協だより」

12月号に掲載します。もしよければ、お知り合いの方にお声がけいただければと思い

ます。ぜひ参加していただきたいです。 

 

鈴木委員長 

 それでは、以上で議事は終わります。委員の皆様のご協力に感謝いたします。 

 

 


